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河川・道路・砂防に関する機械整備に関する業務を担当しています。

平常時や洪水時の河川パトロール、堤防・樋門樋管・遊水地等の河川管理施
設の維持管理及び工事監督等を担当しています。

国道4号、国道46号のパトロールと維持修繕、冬期の除雪作業等に関わる
工事監督をしています。

防災課

盛岡出張所
水沢出張所
一関出張所

二戸国道維持出張所
水沢国道維持出張所
盛岡西国道維持出張所

TEL:019-624-3174

TEL:019-624-3223
河川・道路・砂防に関する電気通信設備に関する業務を担当しています。情報技術課

工事や調査の発注、物の購入など事務所が行う様々な契約事務や、予算の管
理、財産の管理等に関する事務を担当しています。

主に河川事業に関する土地の取得等、建物移転等の補償業務を担当していま
す。

主に道路事業に関する土地の取得等、建物移転等の補償業務を担当していま
す。

河川（一般改修事業・一関遊水地事業）、河川環境整備事業、災害復旧事業、
砂防事業に関する設計、工事発注等の業務を担当しています。

管内国道（4・46号）のバイパスや拡幅事業に関する設計・協議・工事発注
に関する業務を担当しています。

効率的な施策・事業を実践するため事務所内の業務マネジメントや広報・地
域づくりを通じ、ＮＰＯや市民団体との協働等を担当しています。

品質確保課
TEL:019-624-3138

工事・業務の発注に関する技術審査業務を担当しています。

河川に関する調査（水文・環境）・計画や水防災に関する業務及び砂防に関す
る調査・計画、設計等の業務を担当しています。

道路に関係する調査全般、バイパス等の道路計画策定等の業務を担当してい
ます。

河川の占用・水利権に関する許認可等の業務を担当しています。

河川の維持管理、河川管理施設の修繕工事、水質事故の情報収集等の業務
を担当しています。

道路の管理、占用・承認工事の許認可、道路使用の適正化指導、境界確定、
道路損傷復旧事務、道路緊急ダイヤル（＃9910）等を担当しています。

道路の維持管理（損傷箇所の補修や除草・除雪等）の設計・協議・工事発注
に関する業務を担当しています。

道路の区画線・標識の設置や歩道整備・交差点改良・事故対策事業等を担
当しています。

事務所の一般受付窓口・職員の福利厚生に関すること等を担当し、事務所の
全体調整を担当しています。

主に遊水地事業に関する地役権設定、建物移転等の補償業務を担当していま
す。

一関遊水地用地出張所

令和6年度
合計  128.6億円

令和7年度
合計 121.4億円

単位：億円

59.4

8.9

53.1

工事関係費は、諸経費を除く金額
河川・道路とも維持に係る予算を含まず

【参考】
令和6年度補正予算　17.0億円
（河川7.7億円、砂防3.3億円、道路6.0億円）

河川事業

砂防事業

区　分 予　算　区　分 令和6年度
当初予算

令和7年度
当初予算

国土交通省計上分

国土交通省計上分

道路事業 国土交通省計上分

62.5

8.9

57.2

全　体 128.6凡例

河川部門
河川 砂防

道路部門
道路

単位：億円62.5

8.9

57.2
単位：億円

59.4

8.9

53.1

121.4

事務所の組織図

工事関係費の推移
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（岩手町御堂）

E4AE4
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令和7年度
国土交通省東北地方整備局
岩手河川国道事務所
主要事業箇所図

河
川 北

きたかみがわ

上川中流部治水対策事業／紫波郡紫波町

河
川 北

きたかみがわ

上川中流部治水対策事業／北上市

河
川 北

きたかみがわ

上川中流部治水対策事業／奥州市

河
川 赤

あ こ う づ

生津地区河道掘削事業／奥州市

砂
防

八
はちまんたいさんけい

幡平山系直轄砂防事業
・岩  手  山：うさぎ平

だいらにしざわ

西沢砂防堰堤（岩手郡雫石町）
・岩  手  山：澄

すみかわ

川第2砂防堰堤（八幡平市）
・秋田駒ケ岳：小

こやなぎさわ

柳沢第1砂防堰堤（岩手郡雫石町）
・ハトコロ沢

さわ

砂防堰堤（岩手郡雫石町）

河
川

一
いちのせき

関遊水地事業
／一関市、西磐井郡平泉町、奥州市

環
境 一

いちのせき

関地区かわまちづくり事業／一関市
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至青森市

至秋田市

二戸市

安代JCT

赤川

松川

葛根田川

雫石川

中津川

宮古市

花巻市

遠野市

釜石市

滝沢市

八幡平市

北上市

奥州市

一関市

大崎市

道
車
動
自
北
東

仙台市

石巻市

登米市

石巻港

追波湾

北上JCT

花巻JCT

鷲宿
川

豊沢川

猿ヶ石川

人首
川

砂鉄川

黄海川

広瀬
川

和賀川

胆沢川

磐井川

鳴子ダム

岩手山

川

上

北

岩

手

県

湯田ダム

川
上
北
旧

北上川

胆沢ダム

田瀬ダム

御所ダム

岩洞湖

宮 城 県

四十四田ダム秋田
駒ヶ岳

4

06

4

45

4

盛岡市

4

1

283

北上川の源泉
（岩手町御堂）

E4AE4

E46

E46

E4

［ 凡 例 ］
北上川流域

砂 防 事 業

河 川 事 業

環 境 事 業

砂 防 事 業

道路改築事業

交通安全事業

高 速 道 路

直 轄 国 道

河 　 　 川

県 　 　 境

道
路 国道4号北

き た か み

上拡幅／北上市

道
路 国道4号金

か ね が さ き

ケ崎拡幅／胆沢郡金ケ崎町

道
路 国道4号北

き た か み

上花
は な ま き

巻道路／北上市、花巻市

道
路 国道4号水

み ず さ わ

沢金
か ね が さ き

ケ崎道路／奥州市、胆沢郡金ケ崎町

道
路 国道4号盛

もりおかみなみ

岡南道路／盛岡市、紫波郡矢巾町

道
路 国道4号高

こ う す い じ

水寺北
き た

交差点改良／紫波郡紫波町

道
路 国道4号水

みずさわひがし

沢東バイパス／奥州市

道
路 国道4号岩

いわだて

舘地区歩道整備／二戸郡一戸町

道
路 国道4号川

か わ く ぼ

久保交差点改良／盛岡市

道
路 国道4号萩

はぎしょう

荘地区付加車線整備／一関市

道
路

国道4号中
な か や ま

山地区付加車線整備／
二戸郡一戸町

道
路 国道46号盛

も り お か に し

岡西バイパス／盛岡市

道
路 国道4号南

みなみおおはし

大橋交差点改良／盛岡市
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災害に強い川を造る河川

■流水の貯留
［国・県・市・利水者］
　治水ダムの建設・再生、利水ダム
等において貯留水を事前に放流し洪
水調節に活用
［国・県・市］
　土地利用と一体となった遊水機能
の向上
■持続可能な河道の流下能力の維
持・向上

［国・県・市］
　河床掘削、引堤、砂防堰堤、雨水
排水施設等の整備
■氾濫水を減らす
［国・県］
　「粘り強い堤防」を目指した堤防
強化等

■土地のリスク情報の充実
［国・県］
　水害リスク情報の空白地帯解消、
多段型水害リスク情報を発信
■避難体制を強化する
［国・県・市］
　長期予測の技術開発、リアルタイ
ム浸水・決壊把握
■経済被害の最小化
［企業、住民］
　工場や建築物の浸水対策、BCP の
策定
■住まい方の工夫
［企業、住民］
　不動産取引時の水害リスク情報提
供、金融商品を通じた浸水対策の促進
■被災自治体の支援体制充実
［国・企業］
　官民連携による TEC-FORCE の体
制強化
■氾濫水を早く排除する
［国・県・市等］
　排水門等の整備、排水強化

■リスクの低いエリアへ誘導／住まい方の工夫
［県・市、企業、住民］
　土地利用規制、誘導、移転促進、不動産取
引時の水害リスク情報提供、金融による誘導
の検討

■浸水範囲を減らす
［国・県・市］
　二線堤の整備、自然堤
防の保全

氾濫域 氾濫域集水域

河川区域

①氾濫をできるだけ防ぐ・
　減らすための対策

■雨水貯留機能の拡大
［県・市、企業、住民］
　雨水貯留浸透施設の整備、
　ため池等の治水利用

②被害対象を減少させるための対策 ③被害の軽減、早期復旧・復興
　のための対策

あらゆる関係者が流域全体で行う「流域治水」への転換

北上川水系（北上川上流）流域治水協議会
第1回開催　令和2年		9月16日　設立　第2回開催　令和3年		2月10日　第3回開催　令和3年11月11日　第4回開催　令和4年		3月25日　　　　
第5回開催　令和5年		2月10日　　　　第6回開催　令和6年		2月19日　第7回開催　令和7年		2月12日

◎気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う
治水対策、「流域治水」を推進していきます。

◎地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策、②被害対象を減少させるための対策、
③被害の軽減・早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進めます。

　令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水災害や、気候変動による今後の水災害の激甚化・頻発
化に対応するため、北上川水系北上川上流域において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水災害を軽減
させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するため、「北上川水系（北上川上流）流域治水協議会」を設立し、
防災・減災に取り組んでいます。

【協議会構成機関】
・地方公共団体
　盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、八幡平市、
　奥州市、滝沢市、雫石町、岩手町、紫波町、矢巾町、
　西和賀町、金ケ崎町、平泉町
・東日本旅客鉄道（株）盛岡支社
・農林水産省	東北農政局	北上土地改良調査管理事務所
・林野庁	東北森林管理局	盛岡森林管理署
・国立研究開発法人	森林研究・整備機構森林整備センター
・気象庁	盛岡地方気象台
・岩手県農林水産部
・岩手県県土整備部
・国土交通省	東北地方整備局	岩手河川国道事務所
・国土交通省	東北地方整備局	北上川ダム統合管理事務所

流域治水協議会開催状況

県 ：都道府県　市 ：市町村　[　]：想定される対策実施主体
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W o r k s  a b o u t  t h e  R i v e r

◆北上川水系（北上川上流）流域治水協議会 （総括編）

○ホームページや広報誌、広報施設等を用いた広
報の実施、ダム見学等の機会を通じてダムの役
割や効果、必要性を説明
○流域治水のパネル展や土砂災害パネル展を実施
○広報誌で水害に関する啓発活動を実施
○防災関連情報等の提供

流域治水の広報

流
域
に
も
視
野
を
広
げ
る（
自
分
の
た
め
に
も
、
み
ん
な
の
た
め
に
も
）

○３Dマインクラフトを活用した防災教育を実施
○マイタイムラインの普及啓発
〇防災教育の実施
○地域防災リーダーの育成
○災害時の自主防災組織の役割及び避難所運営に
関する研修会の実施

教育活動
〇水防団活動の支援等
〇水防団に対する資機材の支援
〇水防訓練の実施
○重要水防巡視への参加
○災害協定に基づく連携

水防活動の支援

○河川監視カメラの画像･映像など災害情報の積極
的な配信の充実

○マイタイムラインの周知・啓発
○ハザードマップ等による水害リスク情報の提供
〇メディアと連携による洪水・土砂災害情報の提供
○防災ラジオや緊急速報メール等を用いた情報提供

リスク情報等の提供
○市町村の研修や、防災訓練への協力
○JR及びJRグループ会社による駅施設への浸水
対応を含めた総合防災訓練をJR東日本盛岡支
社の各地区で実施

〇水防訓練等の実施
〇避難所運営訓練
〇避難訓練

訓練活動
○岩手県風水害対策支援チームへの情報提供
○指定緊急避難場所の環境整備
〇市内重要箇所に土のうの事前集積

水災害対策の支援

○ダム放流通報連絡会議
○避難行動の支援、重要水防箇所合同巡視
○他機関連携型タイムラインを順次展開
○マスメディアやSNSを活用し、大雨・洪水への
備えに関する啓発活動を実施
○関係機関と連携

①知る機会を増やす
　水災害のリスクや、流域治水について知る
機会を増やしていく。

連携活動
○四十四田ダムかさ上げのため、調査・設計、環
境調査等の推進
○洪水浸水想定区域指定４ヶ年計画に基づき、新
規指定及び見直しを実施
○タイムライン、マイタイムラインの作成等
○要配慮者利用施設等の避難確保計画作成
○地域防災計画の更新等

②自分事と捉えることを促す
　水災害のリスクが自分事と捉えられ、流域
に視野が広がるきっかけを提供し、行動に
向かう状況を創出する。

③行動を誘発する
　水災害対策や、流域治水に関して実際に取
り組みが行われるよう、個人、企業・団体
の行動を誘発していく。

流域治水に取り組む
主体が増える

計画策定

北上川水系 流域治水プロジェクト

水害リスクの自分事化に向けた取組計画

～東北一広大な流域と上下流の特徴的な地形特性を踏まえた河川整備による治水対策の推進～
　　　　　　　　　令和3年3月30日　北上川水系流域治水プロジェクト	 策定・公表
　　　　　　　　　令和6年3月29日　北上川水系流域治水プロジェクト2.0	 策定・公表
　河川管理者が主体となって行う治水対策に加え、流域として捉え、その河川流域全体の
あらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」への転換を進
めるため、ハード・ソフト一体となった事前防災対策を加速化するとともに、対策の更な
る充実や強度体制の強化を図ることを目的として、令和3年3月に「流域治水プロジェクト」
を策定・公表しました。
　加えて、令和6年3月には「流域治水プロジェクト2.0」を策定し、気候変動の影響に伴う
水害リスクの増大に対する追加の対策と目標を掲げており、今後は、その目標の実現に向
けて具体的な実践を図っていきます。

～流域治水に取り組む主体を増やすための取り組み～
令和6年3月29日　令和6年度	自分事化に向けた取組計画　策定・公表
令和7年3月31日　令和7年度	自分事化に向けた取組計画　策定・公表

　住民や企業などが自らの水災害リスクを認識し、自分事として捉え、主体的に行動することに加え、さらに視野
を広げて、流域全体の被害や水災害対策の全体像を認識し、自らの行動を深化させることで、流域治水の取り組み
を推進するため、令和7年３月に「自分事化に向けた取組計画」を更新しました。
　本計画では、北上川水系（北上川上流）流域治水協議会において取り組んでいる普及施策を「①知る機会を増やす」、
「②自分事として捉えることを促す」、「③行動を誘発する」のプロセス毎に体系化することによって、流域治水に対
する理解の段階毎に効果的な取組の「見える化」を行いました。
　今後は、あらゆる関係者による、様々な手法を活用した、普及施策の一層の充実を図り、流域治水協議会等の関
係者間で共有し、住民、企業等へ推進していきます。

　　	流域治水ロゴマーク
・流域治水協議会の開催状況
・流域治水プロジェクトの詳細
　　　　　　	↓
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北上川上流大規模氾濫減災協議会
平成 ２８年 ５月 １７日 「協議会」設置 
平成 ３０年 ６月 １７日 法定協議会へ移行
令和 元年 ７月 ２２日 協議会内に部会を設置
令和 ２年 ２月 １０日 新たな｢取組方針｣の策定
令和 ６年 ６月 ２８日 ｢取組方針｣の推進

●避難する 流域住民が主体的に水害リスクを把握し、人命を守ること。
●防災力を育てる 地域防災力を維持・継続・強化すること。
●地域を守る 水防団が実施する水防活動や河川管理者が実施する排水活動等に加え、流域住民や各施設管

理者も参画し、地域の人命と財産を守ること。

【構成員】テレビ局（5）、ケーブルテレ
ビ局（12）、ラジオ局（1）、コミュニ
ティＦＭ局（8）、新聞社（4）、行政機
関を含む44機関

【構成員】発電ダム管理者(3)、かん
がいダム管理者(2) 、多目的ダム管
理者(2)、放流通報先となる関係市
町を含む23機関

　　平成２７年９月関東・東北豪雨を踏まえ、「施設では守り切れない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を変革し、
社会全体で洪水氾濫に備える必要があるとして、平成27年12月「水防災意識社会再構築ビジョン」が策定されま
した。ビジョン策定を受け、「北上川上流大規模氾濫減災協議会」を設立し、防災・減災に取り組みます。

地方公共団体

北上川上流の大規模水害に対する氾濫被害の最小化のため
「避難する・防災力を育てる・地域を守る」取組を推進

メディア連携部会

盛岡地方気象台

岩手県

北上川ダム統合管理事務所

岩手河川国道事務所

ダム情報提供部会

（構成員） 多様な機関との連携

※平成３０年７月豪雨などを受け、「緊急行動計画」改訂、多様な関係機関の参画により取組をさらに充実し加速させるため、部会を設置。

北
上
川
上
流
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会

鉄道事業者他

盛岡市､花巻市､北上市､遠野市､一関市､八
幡平市､奥州市､滝沢市､雫石町､岩手町､紫
波町､矢巾町､西和賀町､金ケ崎町､平泉町

協議会取組の詳細は⇒http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73101/homepage/bousai/sonae/kouzui_gensai/index.htm

安全な避難行動のための取組
◆主な取組内容

地域防災力を維持・継続・強化するための取組 取組に資する基盤等の整備

※対象施設は、洪水浸水想定区域内の施設（土砂災害は含まない）

作
　成
　割
　合

《トピック》 ●協議会の取組により、要配慮者利用施設の避難確
保計画作成において、大きく進捗が図られた。

北上川上流　避難確保計画　作成状況

0％
20％
40％
60％
80％
100％

R3年3月R2年3月H31年3月H30年3月
（47/396）
11.9%

（480/769）

62.4%
（667/801）

83.3%

（749/847）

88.4%

マイタイムライン・ワークショップ学習指導計画書作成支援

ハザードマップ作成と住民への周知（市町） 浸水実績等の周知（市町）

伝達体制の充実（市町）危機管理型水位計 簡易型河川監視カメラ
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洪水調節容量

堆砂容量

◆事前放水のイメージ図

利水容量の一部

既存ダムの洪水調節機能強化

※１ ダムに権利を有する者
※２ 令和3年５月26日現在

　平成30年西日本豪雨や令和元年東日本台風等において、これまでにない記録的な豪雨により、全国各地で甚大な被
害が発生したことを踏まえ、水災害の激甚化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等を勘案し、緊急時にお
いて既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できるよう、関係省庁の密接な連携の下、速やかに必要な措置
を講じることとし、「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針（令和元年12月12日）」が定められました。
　この基本方針に基づき、北上川水系（北上川上流）では、河川管理者、ダム管理者、令和3年5月26日には完成した
梁川ダムを追加し、関係利水者※1との間に	おいて、令和2年5月29日に「北上川水系（北上川上流）治水協定」を締結し
ました。
　北上川水系（北上川上流）の30ダム※2では、大雨により水災害が予測される際、	ダムの利水容量の一部を事前に放流
することで、あらかじめダムの水位を下げ、水災害対策に使える容量として活用し洪水調節機能強化を推進します。
　また、関係者の密接な連携による事前放流の効果的な取り組みを一層推進するため、河川法に基づく｢北上川水系（北
上川上流）ダム洪水調節機能協議会｣を令和3年10月28日に設立しました。

北上川水系（北上川上流）治水協定　構成機関
○河川管理者
　・国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所
　・岩手県県土整備部
○ダム管理者
　・国土交通省東北地方整備局北上川ダム統合管理事務所
　・農林水産省東北農政局北上土地改良調査管理事務所
　・岩手県企業局
　・岩手県農林水産部
　・東北自然エネルギー（株）
　・東北電力（株）岩手発電技術センター

○関係利水者
　・電源開発（株）東日本支店
　・盛岡市上下水道局
　・奥州金ケ崎行政事務組合
　・岩手中部水道企業団
　・一関市
　・雫石町
　・奥州市
　・藤沢土地改良区
　・雫石町土地改良区
　・衣川土地改良区

※治水協定では、河川管理者、ダム管理者、 関係利水者を兼任している場合あり
F：治水　N：流水の正常な機能の維持　A：農業用水
W：水道用水　I：工業用水　P：発電

国土交通省所管（直轄管理）ダム［目的］

国土交通省所管（直轄建設）ダム（再）［目的］

国土交通省所管（都道府県管理）ダム［目的］

利水ダム［目的、管理者］

基準地点

主要な地点

県境

市町村境

流域界

大臣管理区間

凡　例

利水容量の一部を
あらかじめ低下させる
ことで、水害対策に
使える容量を増やします。

田瀬ダム（国土交通省）

御所ダム［FNIP］
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大林水門

一ノ
関駅

磐井川改修

第1遊水地
820ha

周囲堤

小堤

衣川

太田川

北上川

磐井川

第2遊水地
470ha

第3遊水地
160ha 舞川水門

長島水門

凡　例
完　成：
未完成：

一
いちのせ き

関遊水地事業／一関市・西磐井郡平泉町・奥州市

　平成19年9月洪水　浸水区域図

　昭和47年度に着手した一関遊水地は、市街地を守る「本堤（周囲堤及び本川堤防）」が平成22年度に完成しており、
遊水地内を守る「小堤及び水門」は、令和5年度に完成しました。引き続き、水門周辺の地内湛水池の整備を進めて
います。JR磐井川橋梁から上の橋上流区間の磐井川堤防は、平成20年度に着手し堤防改修を進めています。

平成19年9月洪水（周囲堤整備後）昭和56年8月洪水（周囲堤整備前）

　遊水地：大林水門、長島水門、舞川水門周辺の地内湛水池の工事を推進します。
　磐井川：堤防の拡幅、嵩上げを実施します。

湛水区域
一関遊水地の本川堤及び周囲堤堤防が無かった場合の想定浸水区域

●一関遊水地における実績被害と想定被害の比較

一関遊水地 浸水面積
（ha）※3

浸水家屋
（戸）

平成19年9月17日洪水実績※1 0 0

一関遊水地の周囲堤・本川堤
なかった場合※2 524 390

※1　実績は平成19年12月末現在の集計値（北上川の外水による浸水被害）
※2　平成19年9月17日洪水の氾濫シミュレーション結果による推定値
※3　一関遊水地の面積（1450ha）は含まれていない。

令和7年度事業内容

事業の効果

事業の概要

大林水門

長島水門

舞川水門
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TO
PIC

S 一関遊水地 地役権設定

　※「財産的損失」
　遊水地機能の保全の妨げとなる行為を制限
　・住宅や倉庫等の建築が禁止される
　・工作物の設置やその他の行為が制限される

地役権設定に
対する補償

　大洪水時において各遊水地へ
湛水させるための「土地を使用す
る権利」として、越流堤等を要役
地、各遊水地内の農地等を承役
地として「地役権」を設定します。

注）土地利用が耕作・植栽等の農地
に限定されることによる損失を補償
するものであり、水害により生ずる
農作物の減収等に対する補償では
ありません。

◆一関遊水地の機能と事業計画 
●一関遊水地では、遊水地内の農地等は買収せず地役権を設定することにより、通常時は従来どおり農地等
として土地を利用し、大洪水発生時には遊水地内に湛水させる目的で土地を使用することとしています。

◆地役権内容の補償
●地役権設定に伴い生じる「土地の利用規制に伴う財産的損失※」を補償することとなります。

２０２０年代中頃の施設運用開始を目指して、令和2年度から関係者との補償協議や調整を進めています。

◆地役権設定のスケジュール

《一関遊水地の３大機能》

▼地役権設定までのながれ

① 洪水調節　② 市街地等の水害防御　③ 遊水地内の土地利用

用
地
調
査

土
地
調
書
等
の
確
認

説
明
会

相
続
案
件
等
の
個
別
補
償
協
議

協
議
団
体
と
の
補
償
協
議

協
定
書
及
び
補
償
基
準
締
結

契
約
会

地
役
権
設
定
契
約

地
役
権
登
記

平常時 中小洪水時

農地等
（承役地）

越流堤等
（要役地）

大洪水時

地役権補償に関する協定書調印式
（令和2年12月7日）
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八八幡幡堤堤防防		

平平成成2233年年度度　　完完成成		

北北上上川川		

花巻市石鳥谷町八幡	

110044..88  kk		

110044..88  kk		

は な ま き し い し ど り や ち ょ う は ち ま ん	

花巻市石鳥谷町新堀	
は な ま き し い し ど り や ち ょ う に い ぼ り	

井戸向橋	

石鳥谷大橋	

平成19年洪水	

平成14年洪水	

洪水 床上浸水 床下浸水 浸水面積

平成19年9月洪水被害 17戸 8戸 236.2ha

平成25年8月洪水実績 0戸 0戸 0ha

平成25年8月洪水
（堤防がなかった場合） 0戸 15戸 60.0ha

北上川
紫
波
南
大
橋

凡例
　　　堤防計画線

凡例
　　　堤防計画線

▼計画高水位

無堤
新築

（岩手県紫波郡紫波町）平成19年9月洪水

　平成14年7月洪水及び平成19年9月洪水のわ
ずか5年で2度も甚大な浸水被害が発生している
ため、浸水被害の早期解消を目指します。

　堤防が無い区間の紫波町から奥州市にかけての「中流部」で治水対策事業を行っており、　平成23年
度に完成した八幡堤防（花巻市石鳥谷町）により、平成25年8月洪水において、床下浸水（15戸）・浸水
面積（60ha）の被害を軽減する効果が得られました。

整備後（平成25年8月洪水）

整備前（平成19年9月洪水）

紫波町紫波地区において、堤防整備の進捗をはかります。

事業の概要

事業の効果

令和7年度事業内容

北
き た か み が わ

上川中流部治水対策事業／紫波郡紫波町

葛丸川	

北上川	

110066..00  kk		

110066..00  kk		

110055..00  kk		110055..00  kk		

石石鳥鳥谷谷大大橋橋		

平成１９年９月洪水航空写真	

井井戸戸向向橋橋		
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河川敷を利用したキッチンカーの社会実験河川敷を利用したキッチンカーの社会実験

散策路整備箇所散策路整備箇所散策路整備箇所散策路整備箇所

磐井川緑地の花火大会観覧状況磐井川緑地の花火大会観覧状況

磐井川緑地の花火大会観覧状況磐井川緑地の花火大会観覧状況

親水護岸の整備親水護岸の整備散策路整備箇所散策路整備箇所

バルーンフェスタバルーンフェスタ

階段護岸の利用状況階段護岸の利用状況

親水護岸利用状況親水護岸利用状況

一
いちのせ き

関地区かわまちづくり事業／一関市

　一関市街地を流れる磐井川において一関遊水地事業や磐井川堤防改修と併せて、河川利用上の安全・安心に係る
河川管理施設の整備を図るとともに、今後、これらと一体的な｢まち｣と｢かわ｣を結び付けた新たな河川空間の創出
と活用を推進するとともに、自然環境と調和した住み良い生活環境の整備や、市内外との交流・連携を強化するこ
とにより賑わいと活力のある中心市街地の形成を目指します。

事業の概要

一関地区において、かわまちづくり整備を完了させます。令和7年度事業内容

①磐井川緑地周辺エリア
各種イベント会場としての利便性と回遊性向上を図る
ため、親水護岸や坂路を整備します。

③一関水辺プラザエリア
北上川学習交流館｢あいぽー
と｣と連携した学習体験エリ
アとして、カヌーや水遊びの
利用が可能な親水護岸等を
整備します。

②要害・中里エリア
釣山公園から水辺プラザエリアをつなぐ回遊
ルートとして、散策路等を整備します。

一関遊水地一関遊水地

北上川北上川

中尊寺中尊寺

磐井川磐井川

一ノ関駅一ノ関駅
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災害に強い川を造る河川

出張所別河川管理延長（北上川水系）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		（延長：km）
河川名 北上川 中津川 雫石川 赤川 計

盛岡出張所 43.50 4.30 11.06 10.00 68.86
河川名 北上川 人首川 胆沢川 和賀川 豊沢川 猿ヶ石川 計

水沢出張所 59.00 1.30 1.60 1.30 0.75 26.00 89.95
河川名 北上川 砂鉄川 磐井川 計

一関出張所 36.00 6.70 6.90 49.60

《 河 川 管 理 》

イギリス海岸出現の試み 北上川水系水質汚濁対策連絡協議会

流出した油の処理イギリス海岸出現状況

　岩手河川国道事務所では、盛岡・水沢・一関の各出張所において、洪水等から生命・財産を守るため、堤
防除草や塵芥処理【河川維持】、河川管理施設（堤防・樋門・護岸等）の保守点検や補修【河川修繕】、河川状況
把握と不法行為監視のための河川巡視【河川管理】を日々行っています。また、河川区域内の土地占用及び水
利権に関する許認可などの事務【許認可関係】も行っています。

　宮沢賢治の命日である9月21日に、花巻市の北上川で
「イギリス海岸」を出現させる試みを平成19年から毎年実
施しています。これは発電事業者等の協力のもと、国管
理及び岩手県管理の5ダムの放流調整を行い、令和6年
までに一部出現を含め7回出現しています。

　河川や水路などへの灯油流出等による水質事故は、上
水道の取水停止や、魚などの生息環境が悪化するなど生
活に大きな影響を与えることがあります。このため、関
係機関で連携し速やかな処理を行うために協議会を設置
しています。

北上川流域一斉清掃堤防除草

河川巡視

風倒木処理

流量観測 河川管理施設の点検特殊堤修繕

重要水防箇所点検
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W o r k s  a b o u t  t h e  R i v e r

盛岡市
（約30万人）

花巻市
（約10万人）

北上市
（約9万人）

奥州市
（約12万人）

一関市
（約12万人）

登米市
（約8万人）

大崎市
（約13万人）

石巻市
（約15万人）

1,000m 以上
　500～1,000m
　300～500m
　100～300m
　　0～100m

中津川

姫神山

早池峰山

焼石岳

栗駒山

西岳七時雨山

岩手山

駒ケ岳

松川

雫石川

豊沢川

稗貫川

猿ヶ石川

和賀川

胆沢川
人首川

砂鉄川

磐井川

千廐川
三迫川

二迫川

一迫川

江合川

旧
迫
川

旧
北
上
川

岩手県

北
上
高
地

奥
羽
山
脈

宮城県

⬇

狭窄部イメージ

流量
大

はん濫
（遊水地）

流量
小

宮城県側

標

　高

（m）

川

　幅

（m）

岩手県側

河口からの距離（km）河口（追波湾）

 狐禅寺
（一関市）

 追波湾
（石巻市）

 珊瑚橋
（北上市）

 朝日橋
（花巻市）

 四十四田ダム
（盛岡市）

一関遊水地
（一関市）

20100 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

600

300

0

0

50

100

150

300

600

川幅 一
関
遊
水
地 

 

勾配急変点 1/17000～1/5000 
1/3000

 

～1/2000 1/1500～1/500 

河床勾配

狭隘区間

明治橋
（盛岡市）

おっぱわん こぜんじ

さんごばし

しじゅうしだ
【北上川の高低差と川幅の関係】

●南北に長く東西に狭い地形となっており、西の奥羽山脈、東の北上高地から支川が流入している
●一関遊水地周辺を境に勾配が変化し、県境まで川幅狭く勾配が緩い
●狭窄区間ならびに狭窄区間上流で氾濫が常襲【貯留型の氾濫形態】
●宮城県側は標高10m以下の低平地【拡散型の氾濫形態】

流域面積
10,150㎢　　※東北1番目　全国で４番目
内訳：岩手7,860㎢（78％）、宮城2,290㎢（22％）

流路延長
249ｋｍ　　※東北1番目　全国で5番目

流域内人口
約148万人　
（岩手約98万人、宮城約50万人）

岩手県との関わり
県土面積の5割、人口の7割が北上川流域

沿川の都市
盛岡市、花巻市、北上市、奥州市、一関市　登米市、石巻市など
12市9町

主要都市が集中し、社会・経済・文化の基盤に

	洪水が発生しやすい流域特性～北上川流域の地形・地質特性
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豪雨や火山噴火に伴う土砂災害を防ぐ砂防

!

　八幡平山系は、岩手山、秋田駒ヶ岳等の火山活動の影響により荒廃が進み、火山地域特有の地質等に起因する土
砂災害が繰返し発生してきたことから、平成2年から直轄砂防事業に着手しています。
　また、岩手山では平成10年頃から火山活動が活発化し、同年の火山噴火予知連絡会において「水蒸気爆発につな
がる可能性」が指摘され、噴火への対応が課題となっています。
　一方、秋田駒ヶ岳は、明治以降では約40年周期で噴火活動を繰り返しており、前回噴火の昭和45年から令和7年
時点で56年目となります。さらに、前回噴火した女岳の北東斜面で、平成21年8月に確認された樹木の枯死域が拡
大傾向にあることが気象庁による火山監視でも確認されており、平成30年の調査でも、さらなる拡大が確認され、
岩手山と同様に噴火への対応が課題となっています。
　八幡平山系においては、岩手山、秋田駒ヶ岳の山麓部周辺の集落や、温泉、スキー場などの観光施設、国道46号
や秋田新幹線といった重要交通網が位置しており、土砂災害の発生時には、これらへの甚大な被害により、岩手県・
秋田県の社会・経済活動に深刻な影響を及ぼすことが想定されます。
　このため、火山活動の影響による荒廃及び噴火による降灰後の環境下で降雨に伴い発生する土石流等による被害
を防止するため、砂防施設の整備を行うものです。

	1.事業の目的

■平成20年4月発生　葛根田川大規模崩壊
　融雪に起因した大規模な土砂崩落（長さ200m、幅100m）が発生し、葛根
田川が一時閉塞したほか県道西山生保内線が2ヶ月間通行止になりました。
また葛根田地熱発電所からの電力供給が停止しました。

■平成18年8月発生　御神坂沢土石流
　台風10号に伴う豪雨により、岩手山南斜面の御神坂沢で土石流が発生し、
大量の土砂や岩石が県道網張温泉線及び登山口駐車場を覆いました。
　軽傷者一名の被害が発生し、県道は約2ヶ月にわたり通行止めとなりました。 葛根田川で発生した大規模崩壊

2.過去の土砂災害と被災履歴

土石流発生前（H24年6月） 土石流発生後（H25年9月17日）

砂防事業の効果発現事例
　平成25年9月16日の台風第18号の発生に伴い、岩手
県内全域で豪雨被害が発生しました。八幡平市に設置さ
れた東八幡平雨量観測所においても、降り始めからの10
時間（16日8時から18時）で累加雨量200㎜を超える大雨
となり、土石流が発生しましたが、小水無沢第一砂防堰
堤により約500㎥の流木、約8,000㎥の土砂・転石を捕
捉し、下流地区の被害を防止しました。

①川（渓流）ではいつも水と一緒に土
砂も流れています。

②透過型砂防堰堤を設けた場合でも、
普段は、水と土砂は同じように下
流に流れていきます。

③大雨が降り土石流が発生したとき、
大きな岩、流木などを含む土砂は、
堰堤に引っかかり止まります。

④堰堤にたまった岩、土砂や流木は、
次の土石流に備えて取り除きます。

透過型砂防堰堤が土石流をとらえる働き
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W o r k s  a b o u t  S a b o

　このマップは、平成10年（1998年）の火山
活動の活発化を受け、国土交通省、県、関係
４市町村をはじめとした防災関係機関におい
て作成した防災マップです。
　岩手山火山防災マップは、岩手山の過去の
火山活動や、もし噴火した場合に想定される
火山災害避難場所などを地域のみなさんに
知っていただき、一般家庭や観光施設をはじ
め、関係機関での防災に役立てていただくこ
とを目的としています。
　想定している被害予想区域は、西側では約
3,200年前の水蒸気爆発、東側では1686年
のマグマ噴火と同じ規模の噴火が発生した場
合を想定しています。

■岩手山の火山活動
　岩手山で有史に残る噴火履歴としては、大正8年（1919年）の大地獄谷での
小規模な水蒸気爆発、貞享3年（1686年）のスコリア流や融雪型火山泥流が発
生し、家屋や樹木を押し流した噴火があります。

■秋田駒ヶ岳の火山活動
　秋田駒ケ岳は、最近の100年間で3回噴火しています。最も新しい噴火は
昭和45年（1970年）の噴火で、この時は約3ヶ月にわたり溶岩を噴出しまし
た。
　平成21年（2009年）には女岳北東斜面で噴気活動による樹木の枯死、地熱
域の拡大が確認され、現在も樹木枯死の範囲が拡大傾向にあります。

大地獄谷の噴気（2000.1.9）

1970-71年噴火時の様子（噴火口は女岳）

3.岩手山・秋田駒ヶ岳の火山活動

岩手山火山防災マップ	 http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/sonae/kazan_map/map01.htm
秋田駒ヶ岳火山防災マップ	 http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/kikikanri/akikoma/map.html

岩手山火山防災マップ
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豪雨や火山噴火に伴う土砂災害を防ぐ砂防

46
至
秋
田
市

赤川

松川

葛根田川

竜川
雫石川

岩手山

秋田駒ヶ岳

北

　上

　川

東
北
自
動
車
道

御所ダム

四十四田ダム

盛岡市

滝沢市

八幡平市

雫石町
矢巾町

4

2 4

1

3

E4

令和7年度　実施箇所　計4箇所

①うさぎ平
だいらにしざわ	

西沢砂防堰堤／岩手郡雫石町
②小

こやなぎさわ 	

柳沢第1砂防堰堤／岩手郡雫石町
③澄

すみかわ	

川第2砂防堰堤／八幡平市
④ハトコロ沢

さわ

砂防堰堤／岩手郡雫石町

《八
はち ま ん た い

幡平山
さ ん け い

系直轄砂防事業》
　令和７年度は、岩手山噴火対応、秋田駒ヶ岳噴火対応及び土石流、土砂洪水・洪水氾濫対策のための、砂
防施設の整備等について推進します。

■事業箇所：岩手県八幡平市、滝沢市、雫石町
■直轄砂防流域面積：548㎢
■対策工：砂防堰堤

4.事業の概要

②小柳第1砂防堰堤
R7実施内容：砂防堰堤工

④ハトコロ沢砂防堰堤
R7実施内容：用地取得

①うさぎ平西沢砂防堰堤
R7実施内容：砂防堰堤工 ③澄川第2砂防堰堤

R7実施内容：管理用道路工

小柳沢第 1砂防堰堤

竜川 小
柳
沢

管理用道路

澄川第 2砂防堰堤

澄川第 1砂防堰堤
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暮らしを支える道づくり道路

八幡平市

滝沢市

岩手町

葛巻町

一戸町

二戸市

軽米町

九戸村

洋野町

久慈市

野田村

普代村

田野畑村

岩泉町

雫石町
盛岡市

矢巾町

紫波町

宮古市

花巻市

西和賀町

北上市

金ケ崎町

平泉町
一関市

奥州市

陸前高田市

住田町

大船渡市

釡石市

遠野市

大槌町

山田町

46

至青森市

至秋田市

至仙台市

安代JCT

北上JCT

岩手山

川

上

北

湯田ダム

胆沢ダム

田瀬ダム

御所ダム

岩洞湖

四十四田ダム秋田
駒ヶ岳

4

06

45

4

1

283

E4AE4

E46

E46

E4

改築事業

4

446

4

4

4

金ケ崎拡幅
かねがさき

盛岡南道路
もりおかみなみもり お か に し

北上花巻道路
は な ま き

水沢東バイパス
み ず さ わ ひ が し

盛岡西バイパス

北上拡幅
きたかみ

延長5.2km、4車線拡幅事業

延長7.4km、バイパス事業延長7.8km、4車線拡幅事業

き た か み

延長3.1km、4車線拡幅事業

4 水沢金ケ崎道路
か ね が さ きみ ず さ わ

延長3.1km、4車線拡幅事業

延長9.6km、バイパス事業

延長12.2km、4車線拡幅事業

令和7年度開通予定

令和7年度開通予定

至盛岡

　 主要渋滞箇所

至
仙
台

397

44

343

44

E4 開通済み
（暫定2車線）
延長6.9km

事業中
延長2.7km

水沢東バイパス
延長9.6km

至盛岡

　 主要渋滞箇所 至仙台

44
E4

金ケ崎拡幅
延長5.2km

至盛岡

　 主要渋滞箇所 至仙台

開通済み
（４車線区間）
延長9.7km

北上拡幅
延長12.2km44

44

至盛岡

至仙台

北上花巻道路
延長3.1km

至秋田 46

46

E4

　 主要渋滞箇所 至盛岡市内

事業中
延長3.6km

4車線開通済み
延長4.2km

盛岡西バイパス
延長7.8km

46

E4 44

　 主要渋滞箇所

至秋田 至青森

至仙台

盛岡南道路
延長7.4km

44

44

44

E4

至仙台

至盛岡

水沢金ケ崎道路
延長3.1km

事業中
延長2.5km

		岩手河川国道事務所管内における道路の課題
　■都市部における交通渋滞
　　　盛岡市をはじめとした各都市では慢性的な交通渋滞が発

生し、通勤・通学等の社会活動や経済活動を阻害しています。
　■交通事故の多発
　　　渋滞に起因する追突事故等が多発しており、交通安全性

が低下しています。
　■地域産業の円滑な物流を阻害
　　　岩手県内陸部では近年新たな企業立地が進んでいますが、

交通渋滞により円滑な物流が阻害されています。

バイパス整備や拡幅事業を通じて、地域の暮らしを支え、安全な道路を目指します。
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暮らしを支える道づくり道路
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町
西
根
土
橋
上

4

4

E4岩手中部金ケ崎
工業団地

北上南部
工業団地

至
仙
台

胆
沢
川

至
青
森

かねがさき
ろくはら

東北新幹線

：主要渋滞箇所

東北本線

北上川

北上金ケ崎
I.C

東北縦貫自動車道

胆
沢
郡
金
ケ
崎
町
西
根
字
土
橋
上

胆
沢
郡
金
ケ
崎
町
六
原
東
町

金ケ崎町

奥州市

北上市

金ケ崎拡幅 延長 5.2km

調査設計・支障移転補償・改良工事等を実施します。

調査設計を実施します。

国道4号　水
みず さ わ ひ が し

沢東バイパス／奥州市

国道4号　水
み ず さ わ

沢金
か ね が さ き

ケ崎道路／奥州市、胆沢郡金ケ崎町

　水沢東バイパスは奥州市内の国道4号の交通混雑の緩和、
広域的な交流の推進等を目的とした、延長9.6kmのバイパス
事業です。

　水沢金ケ崎道路は、一般国道４号の奥州市～胆沢郡金ケ崎
町における交通混雑緩和と交通安全の確保を目的とする延長
3.1kmの４車線拡幅事業です。

●市街地を通過する交通の走行速度の向上、混雑の緩和が図
られます。
●現道の交通がバイパスに転換し、交通事故の減少や夜間騒
音の低減など、沿道環境の改善が図られます

●交通混雑の緩和により、速達性及び安定性が向上します。
●	円滑な物流経路を確保し、地域産業を支援します。
●	安定した救急搬送経路を確保し、救急医療活動を支援しま
す。

整備効果

整備効果

整備効果

令和7年度事業内容

令和7年度事業内容

令和7年度事業内容

事業の概要

事業の概要

事業の概要

調査設計・用地取得・改良工事等を実施します。

　金ケ崎拡幅は金ケ崎町内の国道4号の交通混雑の緩和と交
通安全の確保を図ると共に、周辺の工業団地からの円滑な物
流の確保、更なる経済産業活動の支援等を目的とした、延長
5.2kmの4車線拡幅事業です。

●混雑緩和により交通の円滑化が図られ、物流の効率化及び
産業の生産性向上が図られます。

●冬期旅行速度の向上により時間信頼性が確保され、通勤・
物流交通の定時性を確保されます。

国道4号　金
か ね が さ き

ケ崎拡幅／胆沢郡金ケ崎町

至仙台至仙台

至青森至青森
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44

4

107

E4
北上南部
工業団地

北上工業団地

至
仙
台

至
青
森むらさきの

きたかみ

和賀大橋

和賀川本郷川

東北新幹線

：主要渋滞箇所

東北本線

北上川

北上金ケ崎
I.C

北上江釣子
I.C

北上JCT

東北縦貫自動車道

北上拡幅 延長 12.2km北
上
市
相
去
町
笹
長
根

北
上
市
村
崎
野
19
地
割

事業中 延長 2.5km 4車線開通済 延長 9.7km

金ケ崎町

北上市

岩手県立
中部病院

令和7年度開通予定

4

E4

北上花巻道路 延長 3.1km
北
上
市
村
崎
野

花
巻
市
山
の
神

飯豊西部中小企業工業団地

北上工業団地

岩手県立
中部病院

花巻PASIC

東北縦貫自動車道
花巻PA

東北本線

至仙台

至青森

村崎野地区
交差点改良
延長 0.6km

山の神地区
交差点改良
延長 0.5km

北上市

花巻市

文
文

文

整備効果

整備効果

令和7年度事業内容

令和7年度事業内容

事業の概要

事業の概要

舗装工事等を実施します。

調査設計・用地取得・改良工事等を実施します。

　北上拡幅は、北上市内の国道４号の交通混雑の緩和と交通安
全の確保等を目的とした、延長12.2kmの４車線拡幅事業です。

　北上花巻道路は、北上市と花巻市を結ぶ国道4号の交通容
量を確保し、幹線道路としての機能を向上させるとともに、
物流効率化による地域経済活動を支援することを目的とした、
延長3.1kmの4車線拡幅事業です。

●混雑の緩和により円滑な交通の確保が図られます。
●周辺工業団地と北上金ケ崎IC間の速達性が向上し、物流の
効率化及び産業の活性化が図られます。

●４車線拡幅による交通容量の確保により、速達性が向上さ
れます。	
●混雑の緩和により、交通事故の減少が見込まれます。
●所要時間の短縮により周辺工業団地への物流の効率化が図
られ、地域の経済活動を支援します。

現道の混雑状況

企業集積が進む北上工業団地

開通済み区間の状況

至青森至青森

至仙台至仙台

至仙台至仙台 至仙台至仙台

至青森至青森 至青森至青森

国道4号　北
き た か み

上花
は な ま き

巻道路／北上市、花巻市　

国道4号　北
き た か み

上拡幅／北上市

至仙台至仙台

至仙台至仙台 至青森至青森
至青森至青森
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暮らしを支える道づくり道路

八幡平市

滝沢市

岩手町

葛巻町

一戸町

二戸市

軽米町

九戸村

洋野町

久慈市

野田村

普代村

田野畑村

岩泉町

雫石町
盛岡市

矢巾町

紫波町

宮古市

花巻市

西和賀町

北上市

金ケ崎町

平泉町
一関市

奥州市

陸前高田市

住田町

大船渡市

釡石市

遠野市

大槌町

山田町

46

至青森市

至秋田市

至仙台市

安代JCT

北上JCT

岩手山

川

上

北

湯田ダム

胆沢ダム

田瀬ダム

御所ダム

岩洞湖

四十四田ダム秋田
駒ヶ岳

4

06

45

4

1

283

E46

E46

E4

E4AE4

交通安全事業

4

4

4

4

至青森↓

↑至仙台

至青森↓

↑至仙台

↑至仙台

至青森 ↓

4

南大橋交差点改良
みなみおおはし

高水寺北交差点改良
こうすいじ きた

岩舘地区歩道整備
いわだて

中山地区付加車線整備
なかやま

萩荘地区付加車線整備
はぎしょう

令和7年度：調査設計

4

至青森↓

↑至仙台

川久保交差点改良
かわくぼ

令和7年度：工事促進

令和7年度：用地取得

令和7年度：工事促進

令和7年度：工事促進

令和7年度：工事促進

396

46

46

4

4

E4

至
仙
台

至
青
森

至
秋
田

もりおか

東北新幹線

：主要渋滞箇所

東北本線

北上川

中
津
川

雫
石
川

盛岡南I.C

盛
岡
I・C

東北縦貫自動車道

盛
岡
市
永
井
第
一
地
割
高
屋

盛
岡
市
上
厨
川
字
前
潟

盛岡市

盛岡西バイパス 延長 7.8km

4車線開通済み
延長 4.2km

4車線化事業中
延長 3.6km

西大橋

令和7年度開通予定

盛岡赤十字病院

至宮古

北上川

文

文

文

文

都南病院

都南浄化センター

文

岩手医科大学
附属病院

文

文
やはば

文
文

盛岡貨物ターミナル駅

東北縦貫自動車道

東北本線

東北新幹線

岩手流通センター

いわていいおか

盛岡友愛病院

文

盛岡南公園

盛岡中央卸売市場

紫
波
郡
矢
巾
町
藤
沢

盛
岡
市
永
井

盛岡南道路 延長 7.4km

E4

4

4

46

：主要渋滞箇所
396

盛岡市

矢巾町

至
仙
台

至
青
森

至
秋
田

盛岡南I.C

矢巾スマートI.C

手代森I.C

舗装工事等を実施します。

調査設計を実施します。

　盛岡西バイパスは、盛岡都市圏の交通を円滑にし、都市機
能の向上等を目的とした延長7.8ｋｍのバイパス事業です。
　現在は、2車線区間3.6kmについて、令和7年度の完成を目
指し、事業を進めています。

　盛岡南道路は、矢巾町から盛岡市街を結ぶ区間において、
国道4号の交通混雑の緩和や、安全性の向上、円滑な物流ルー
トの確保、第三次医療施設へのアクセス性強化を目的とした、
延長7.4kmのバイパス事業です。

●環状・放射ネットワークの形成により盛岡都市圏の混雑の
緩和が図られます。

●高速道路へのアクセス性向上で、広域物流の効率化が図ら
れます。

●盛岡南道路の整備により、交通混雑の緩和や安全性が向上
されます。
●物流拠点から岩手県南地域の産業集積地への円滑な輸送経
路を確保し、地域産業の活性化を支援します。

●三次救急医療機関への速達性を確保し、地域の救急医療活
動を支援します。

現道の混雑状況

国道4号並行区間の混雑状況

開通済み区間の状況

混雑箇所を走行する救急車両

至秋田至秋田

至国道4号至国道4号

国道46号　盛
も り お か に し

岡西バイパス／盛岡市

国道4号　盛
もり お か み な み

岡南道路／紫波郡矢巾町、盛岡市

至秋田至秋田至秋田至秋田

至国道4号至国道4号至国道4号至国道4号

至青森至青森 至青森至青森

至仙台至仙台 至仙台至仙台

至仙台至仙台

至盛岡市街至盛岡市街

盛岡南IC盛岡南IC

盛
岡
西
バ
イ
パ
ス

盛
岡
西
バ
イ
パ
ス

盛岡貨物盛岡貨物
ターミナル駅ターミナル駅

盛岡中央卸売市場盛岡中央卸売市場

岩手流通センター岩手流通センター

盛岡南公園盛岡南公園

整備効果

整備効果

令和7年度事業内容

令和7年度事業内容

事業の概要

事業の概要
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八幡平市

滝沢市

岩手町

葛巻町

一戸町

二戸市

軽米町

九戸村

洋野町

久慈市

野田村

普代村

田野畑村

岩泉町

雫石町
盛岡市

矢巾町

紫波町

宮古市

花巻市

西和賀町

北上市

金ケ崎町

平泉町
一関市

奥州市

陸前高田市

住田町

大船渡市

釡石市

遠野市

大槌町

山田町

46

至青森市

至秋田市

至仙台市

安代JCT

北上JCT

岩手山

川

上

北

湯田ダム

胆沢ダム

田瀬ダム

御所ダム

岩洞湖

四十四田ダム秋田
駒ヶ岳

4

06

45

4

1

283

E46

E46

E4

E4AE4

交通安全事業

4

4

4

4

至青森↓

↑至仙台

至青森↓

↑至仙台

↑至仙台

至青森 ↓

4

南大橋交差点改良
み な み お お は し

高水寺北交差点改良
こうすいじ きた

岩舘地区歩道整備
いわだて

中山地区付加車線整備
なかやま

萩荘地区付加車線整備
は ぎ し ょ う

令和7年度：調査設計

4

至青森↓

↑至仙台

川久保交差点改良
か わ く ぼ

令和7年度：工事促進

令和7年度：用地取得

令和7年度：工事促進

令和7年度：工事促進

令和7年度：工事促進
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暮らしを支える道づくり道路

紫波町

東
北
本
線

東
北
新
幹
線

文紫波町立古館小学校

古館駅

高水寺

下川原 川原

古川

柳田

中田桜田

前郷

和野

至青森

至仙台

4 高
水
寺
北
交
差
点
改
良
事
業

北

五
内

川

上

川

E4

東
北
縦
貫
自
動
車
道

一関市

一関I.C

東
北
新
幹
線

東
北
本
線

文

文

岩手県立一関第二高等学校

一関工業高専 一ノ関駅

沢

三関

至青森

至仙台

4
萩
荘
地
区
事
故
対
策
事
業 

延
長
1・2
km

磐
井

川

盛岡市

E4

東
北
縦
貫
自
動
車
道

396

東
北
本
線

岩手県立盛岡第四高等学校

北

上

川
文

津志田西

向中野

南仙北

4
川
久
保
交
差
点
改
良
事
業

至青森

至仙台

改良工事を実施します。

用地取得を実施します。

改良工事を実施します。

国道4号　川
か わ く ぼ

久保交差点改良／盛岡市

令和7年度事業内容

令和7年度事業内容

令和7年度事業内容

［
現
地
の
状
況
］

［
現
地
の
状
況
］

［
現
地
の
状
況
］

国道4号　萩
はぎしょ う

荘地区付加車線整備／一関市

国道4号　高
こ う す い じ

水寺北
き た

交差点改良／紫波町

至仙台至仙台

至青森至青森

　萩荘地区事故対策事業は、交通事故削減と交通の円滑化を
目的とし、新たに付加車線を設置する事業です。

　高水寺北交差点改良事業は、交通事故削減と交通の円滑化
を目的とし、新たに右折レーンを設置する事業です。

　川久保交差点改良事業は、交通事故削減と交通の円滑化を
目的とし、新たに右折レーンを設置する事業です。

●交通事故の削減が図られます。
●走行速度の向上、混雑の緩和が図られます。

●交通事故の削減が図られます。
●走行速度の向上、混雑の緩和が図られます。

●交通事故の削減が図られます。
●走行速度の向上、混雑の緩和が図られます。

至青森至青森

至仙台至仙台

至青森至青森

至仙台至仙台

整備効果

整備効果

整備効果

事業の概要

事業の概要

事業の概要
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中山地区付加車線整備事業 延長 2.4km

中山工区 西火行工区至仙台

至青森

4
一戸町

小繋駅

奥中山高原駅

東北新幹線 いわて銀河鉄道

盛岡市

46

4

396

至仙台

至青森

仙北町駅
岩手県立盛岡商業高等学校

文

東安庭

南大通

仙北

北
　上
　川

東仙北
東
北
新
幹
線

東
北
本
線

南大橋交差点改良事業

岩舘地区歩道整備事業 延長1.3km

至仙台

至青森

一戸町

小鳥谷駅

いわて銀河鉄道

一戸南小学校

一戸中学校

御所野遺跡

馬淵川

根反川平糠川

女鹿川

文文

4
4

改良工事を実施します。

調査設計を実施します。

改良工事を実施します。

国道4号　中
な か や ま

山地区付加車線整備／一戸町

国道4号　岩
い わ だ て

舘地区歩道整備／一戸町

令和7年度事業内容

令和7年度事業内容

令和7年度事業内容

［
現
地
の
状
況
］

［
現
地
の
状
況
］

［
現
地
の
状
況
］

至仙台至仙台

至青森至青森

至青森至青森

至仙台至仙台

国道4号　南
みな み お お は し

大橋交差点改良／盛岡市

　中山地区付加車線整備事業は、冬期間の交通事故の削減と
交通の円滑化を目的とし、付加車線（登坂車線）の整備を行う
事業です。

　南大橋交差点改良事業は、交通事故削減と交通の円滑化を
目的とし、右折レーンを延伸する事業です。

　岩舘地区歩道整備事業は、歩道未整備区間に歩道を整備し、
歩行者及び自転車利用者の安全確保を図る事業です。

●冬期間の交通事故の削減を図ります。
●走行速度の向上、混雑の緩和が図られます。
●スタック車両の発生を抑制します。

●交通事故の削減が図られます。
●走行速度の向上、混雑の緩和が図られます。

●歩行者及び自転車利用者の安全を確保します。

整備効果

整備効果

整備効果

事業の概要

事業の概要

事業の概要
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暮らしを支える道づくり道路

　市町村道等の生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図るため、最高速度30km/hの区域規制「ゾーン30」
とハンプ等物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定 し、道路管理者と警察が
連携しながら整備を進めるもので、岩手県道路交通環境安全推進連絡会議で取り組みを支援しています。

生活道路の新たな交通安全施策「ゾーン30プラス」

ライジングボラード
ポールを昇降させ、交通規制が実施
されている時間帯等の車両の進入を
抑止する構造物です。

ハンプ
路面をなめらかに盛り上げ、
30km/h以上の速度で走行
する車両の運転者に不快感
を与える構造物です。

スムーズ横 断歩道
車両の運転者に減速と横断
歩行者優先の遵守を促す、 
ハンプと横断歩道を組み合
わせた構造物です。

狭さく
車道の通行部分を局所的に
狭くし、車両の速度を抑制
する構造物です。

シケイン（クランク型）
一定区間の道路を直線的に
屈曲させ、車両の速度を抑
制する構造です。

シケイン（スラローム型）
一定区間の道路をカーブさ
せ、車両の速度を抑制する
構造です。

警察による低速度規制 ゾーン30

道路管理者による 物理的デバイス設置
進  入 抑 制 対 策 速  度 抑 制 対 策

ゾーン30プラス

看板

ゾーン30
最高速度30km/hの
区域規制

進入抑制対策

速度抑制対策〈ゾーン30プラスの入口（岐阜県各務原市の例〉
路面表示

Plan
対策の立案

公表・意見収集

対策効果の評価

［PDCAのマネジメントサイクル］

追加対策の必要性検証
効果のある対策の展開

事故の危険性が高い
特定の区間を明確化

対策の実施

Check

Action Do

第三者委員会
地方公共団体等意見

事故危険区間重点解消作戦
（岩手県の交通事故対策の取り組み）

　事故の危険性が高い区間などを「事故危険区間」として選定し、県民の
皆さまにも交通事故が起こりやすい危険な箇所としての認識を持ってい
ただき、マネジメントサイクルに基づき、急ぐべきところから優先的に、
効果の高い対策を情報を公表し意見を伺いながら、継続的に推進。

事故 ゼロ プラン

岩手河川国道事務所
管内の事故危険区間
交通事故の危険性が高い

47区間において、
マネジメントサイクルに
基づき対策を実施

◯死傷事故が多発する区間
◯歩行者・自転車通行環境上の危険区間
◯通行上の問題を抱える危険区間
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電線共同溝

4
46

396

E4

盛岡南IC
いわて
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盛岡南病院

至仙台
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東
北
縦
貫
自
動
車
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東
北
新
幹
線

106
電線共同溝

電 線 共 同 溝 事 業

　①災害時の電柱倒壊によるリスクを軽減
　　　・迅速な救助活動
　　　・大規模停電の回避
　　　・避難経路の確保……など。
　②安全・安心な歩道空間の確保
　③都市景観の向上
これらを目的に実施する事業です

電線共同溝事業とは

盛岡市三本柳（国道4号）盛岡市津志田（国道46号）

整備前整備前 整備後イメージ整備後イメージ

支障物移設・本体工事を推進します。

調査設計を推進します。

令和7年度事業内容

令和7年度事業内容

国道46号　永
な が い

井地区電線共同溝／盛岡市

国道4号　茶
ちゃばた け

畑地区電線共同溝／盛岡市

　永井地区電線共同溝は、盛岡市津志田～同市永井地内にて電線共同
溝を整備し無電柱化することで、災害時における緊急輸送道路の確保
並びに良好な都市景観の形成を図ります。

　茶畑地区電線共同溝は、盛岡市神子田町～同市茶畑地内にて電線共
同溝を整備し無電柱化することで、災害時における緊急輸送道路の確
保並びに良好な都市景観の形成を図ります。

［標準横断図］

［標準横断図］

国道46号　永井地区の電線状況

［事業区間の状況］

［現地状況写真］

至青森至青森

至仙台至仙台

←電線共同溝　　　電線共同溝→

2.5m	　　　　　　　		14.0m　　　　　　　2.5ｍ

←電線共同溝　　　電線共同溝→

4.0m	　　　　　　　	21.0m	　　　　　　　4.0ｍ

事業の概要

事業の概要
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暮らしを支える道づくり道路

　岩手河川国道事務所では、岩手県内の国道4号を「水沢」「盛岡西」「二戸」、国道46号を「盛岡西」の3つの国
道維持出張所で維持管理をしています。

　道路を利用する方々が安全に道路を通行できるよう、
常に良好な状態に保つための道路巡回や監視、橋梁・ト
ンネル等の各種構造物の点検を実施しています。

道 路 管 理

　道路の保全と円滑な交通の確保を図るため、路面・構
造物等の補修、側溝の清掃、除草等を実施しています。
また、法面の防災対策や橋梁・トンネル等の補修を実施
し、道路の安全性を確保しています。

道路維持・修繕

　道路占用の許認可、請願工
事の許認可、特殊車両の通行
指導取締りを行っています。

　国道4号・46号の橋梁について定期点検を行い損傷
状況を把握し、損傷箇所の補修を行うとともに、大地
震に備え耐震補強を行い、橋梁の保全と交通の安全を
確保します。

許 認 可 関 係 橋梁点検・補修・耐震補強

落下物処置 道路巡回 構造物補修

橋梁補修（主桁補修工、支承取替工）

橋梁定期点検

橋梁耐震補強
（横変位拘束構造）

災害復旧

特殊車輌の通行指導取締り

管 理 路 線 延 長
（単位：km）

路 線 市 町 村 名 管理延長 担当出張所

4 号

一関市、平泉町、奥州市、金ケ崎町、北上市、花巻市

195.5

84.1 水沢国道維持出張所

紫波町、矢巾町、盛岡市、滝沢市 51.3 盛岡西国道維持出張所

岩手町、一戸町、二戸市 60.1 二戸国道維持出張所

46号 盛岡市、滝沢市、雫石町 39.1 39.1 盛岡西国道維持出張所

合　計 234.6 234.6

道 路 管 理

（令和 7年 4月 1日現在）

補修前補修前 補修後補修後 補強後補強後
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　冬期間における道路の円滑な通行を確保するために、車道及び歩道の除雪、カーブ及び坂路部等への凍結
抑制剤散布を行っています。また、防雪柵、雪崩防止柵を設置し、地吹雪や雪崩への対策を行っています。
　なお、除雪体制の強化を図るため、水沢国道維持出張所管内において新たに防災除雪ステーションを整備
し、令和5年度から運用を開始しております。

防災除雪ステーション（R5.11完成）

歩道除雪（人力）車道除雪 歩道除雪（機械）

凍結抑制剤散布 雪
せっぴ
庇処理

北上
北上
北上

盛岡
盛岡
盛岡
盛岡
盛岡
盛岡

奥中山
奥中山
奥中山
奥中山
奥中山
奥中山

二戸
二戸
二戸
二戸
二戸
二戸

橋場
橋場
橋場
橋場
橋場
橋場

仙岩
仙岩
仙岩
仙岩
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11月 12月 1月 2月 3月

北 上 （4号） 盛 岡 (4号) 奥中山 （4号）

（一戸町）

二 戸 （4号） 橋 場 （46号）

（雫石町）

仙 岩 （46号）

■最大積雪深(cm) ※3/31時点

R1 R2 R3 R4 R5 平均 R6

4号 北上 36 88 82 44 47 59 55
4号 盛岡 21 47 38 44 15 33 23
4号 奥中山 73 85 87 96 53 79 83
4号 二戸 25 38 30 25 39 31 26

橋場 63 91 101 89 49 79 96
仙岩 168 210 300 226 165 214 298

46号
46号

雪 寒 事 業

岩手河川国道事務所　月別累加降雪量（cm）
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暮らしを支える道づくり道路

◆岩手県道路メンテナンス会議の取り組み
　　道路施設の適切な維持管理のためには、「点検⇒診断⇒措置⇒記録」のメンテナンスサイクルを確実に回
すことが必要です。また「長寿命化計画」を策定し、損傷状態に応じた補修を計画的に行うことが大切です。
　　岩手県道路メンテナンス会議は、県内道路管理者の道路メンテナンスに関する情報の共有や、計画な
どに関する関係者の意見調整、県民・道路利用者に向けた広報活動などを行っています。

反映　　 充実
長寿命化計画

点検結果や措置履歴の記録を保存しま
す。次回点検や日常管理に役立てます。
点検結果は「道路メンテナンス年報」と
して公表しています。

診断結果に応じて、継続的な観察、計画
的な補修、場合によっては緊急の通行止
めなど、適切に措置をおこないます。ま
た、こまめな管理も大切です。

点検の専門家が間近で、見て触って点
検します。橋の点検車などを使いながら
変状を見落とさないよう徹底的に調査
します。

傷みの状態や原因から４段階に診断区
分します。経過年数のほか、積載重量オ
ーバーのトラックや冬みちの凍結抑制剤
は、橋を傷める要因となります。

診　断　表
橋の名前 ○○○○○橋

岩手県○○市○○所在地
点検日 2016.○.○

19＊＊年建設年

分
部
な
要
主

他
の
そ

名称
主   桁
横   桁
床   版
橋   台
支   承
路   面
高   欄

変状
腐  食
腐  食

ひびわれ、浮き

凸凹あり
変  形

判定
Ⅱ
Ⅱ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ

診断結果Ⅱ
予防保全段階メンテナンス

サイクル

TO
PIC

S 岩手県道路メンテナンス会議

　国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資するこ
とを目的としております。

１．緊急車両の通行ルート確保のための放置車両対策
　大規模地震や大雪等の災害時には、緊急車両の妨げとなる放置車両
や立ち往生車両について、車両の運転手等に移動を命令または道路管
理者自ら移動することがあります。
※大雪により緊急に除雪が必要となった場合には、一定の区間を通行止めとして集中除
雪を行うことがあります。

２．土地の一時使用等
　１の措置のためやむを得ない必要がある時、道路管理者は、	他人の土
地の一時使用、竹木その他の障害物の処分を行うことがあります。

災 害 時 に お け る 交 通 確 保

車両の牽引訓練

岩手県道路メンテナンス会議（WEB）

自治体向け講習会（現場）
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D i s a s t e r  p r e v e n t i o n防災

　岩手河川国道事務所では、直轄管理区間の防災対策として、気象観測機器及びカメラによる情報収集を常時実施
しています。また、災害時には、収集した情報の提供及び緊急作業の支援として災害対策用機械を配備しています。

■情報ネットワークの整備

　リアルタイムで情報収集・提供す
るため、光ケーブル等を利用した情
報ネットワークの整備を推進してい
ます。また、岩手県庁及び自治体等
との間に光ケーブルネットワークを
整備し防災情報の共有化を図ってお
ります。

TECｰFORCE活動状況
(令和６年１月能登半島地震　石川県珠洲市)

TECｰFORCE活動状況
(令和６年７月豪雨　秋田県由利本荘市)

照明車・排水ポンプ車 対策本部車

災害対策機械　排水ポンプ車による内水排除
(令和６年７月豪雨　秋田県大仙市)

リエゾン活動状況
(令和６年８月台風５号　岩手県庁)

機械名 規格 台数 配備出張所
対 策 本 部 車 車体拡幅型 1

盛岡西国道維持出張所衛 星 通 信 車 衛星通信装置付 1
待 機 支 援 車 バス型 1
土 の う 造 成 機 180袋／h 1

照 明 車 6灯　屈折式 2 盛 岡 出 張 所
1 盛岡西国道維持出張所

6灯　伸縮式 1 水 沢 出 張 所

排 水 ポ ン プ 車

60㎥／min 1 盛 岡 出 張 所30㎥／min 2
60㎥／min 1 水 沢 出 張 所30㎥／min 1
30㎥／min 4 一 関 出 張 所遠隔操縦式バックホウ 0.5㎥ 1

衛星小型画像伝送装置 可搬型（ku-SAT） 2 岩手河川国道事務所

■災害対策用機械の配備

■リエゾン（災害対策現地情報連絡員） ■TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）

　災害時の通信用として衛星通信車、夜間照明
用として照明車、内水を排除する排水ポンプ車、
現地の作業の指示及び打合せに使用する対策本
部車などを配備しており、災害復旧活動を支援
します。

　災害発生時は岩手県庁や被災した自治体と連絡体制（ホッ
トライン）を確立し、地方整備局との橋渡し役として、リエ
ゾンを派遣、被災状況などの情報収集や支援ニーズの把握
を積極的に行います。
令和６年１月の能登半島地震では、石川県へTEC-FORCE(砂防班、河川班、道路班)を派遣し被災状況調査を行いました。このほか、令和６年７月豪雨では秋田県
内及び山形県内の各被災箇所において、TEC-FORCEによる被災状況調査を行うとともに、排水ポンプ車などの災害対策用機械を派遣し応急復旧の支援を行いま
した。また、令和６年８月の台風５号では、岩手県庁へ“リエゾン”を派遣し被災状況の情報収集を行いました。　※“リエゾン”とはフランス語で「つなぐ」という意味。

　TEC-FORCEは、被災地の早期復旧に向けた被災状況調
査など自治体への技術的な支援を行います。
　また、被災現場の応急的な通信確保、進入ルートを確保
する道路啓開など応急復旧に向けた支援を行います。

防災・災害対策

情報通信機器
河川系 道路系 砂防系

河川監視カメラ
排水機場遠隔操作
樋門遠隔操作
陸閘遠隔操作
水門等監視設備
レーダー雨雪量観測所

68箇所
3箇所
1箇所
2箇所
27箇所
3箇所

道路監視カメラ
気象観測装置
道路情報板
交通量観測
道の駅

94箇所
28箇所
40箇所
15箇所
4箇所

岩手山監視カメラ
土石流観測装置
気象観測装置

17箇所
7箇所
1式

レーダー雨雪量観測所
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 i-Construction

　国土交通省では、全ての建設生産プロセスでICT等を活用するi-Constructionを推進し、建設現場の生産性
を2025年度までに2割向上させることを目指しています。
　この目標に向け公共工事の現場では、測量にドローン等を投入し、	施工、検査に至る建設プロセス全体を3
次元データでつなぐなど、新たな建設手法が導入されています。
　これらの取組によって従来の3Kのイメージを払拭して、多様な人材を呼び込むことで人手不足も解消し、	建
設現場が新3K（給与が良い、休暇がとれる、希望がもてる）の魅力ある現場へ改善されることが期待されます。
　岩手河川国道事務所においても、生産性向上に向けICTを活用した工事等を積極的に実施しています。

※i-Constructionの一環として、事業全体で集中的・継続的にBIM/CIMを活用しつつ、ICT等の新技術を加速化
させるため、令和2年度より東北独自の取組「東北版の3次元情報活用モデル事業」として対象事業を指定。

  生産性向上に向けた取組例

  3次元情報活用モデル事業   BIM／CIMモデルの活用例
◎調査、設計から維持管理までBIM/CIMを活用しつつ、3次元データ
の利活用をより一層推進させるため、「北上川中流部治水対策事業」
及び、「国道4号　盛岡南道路」を3次元情報活用モデル事業※として
指定。

◎集中的かつ継続的に3次元データを活用することで、事業の効率化
を目指します。

◎西大橋のⅡ期線施工において、Ⅰ期線の
橋梁と近接施工となることから、現況の
点群データとBIM/CIMモデルを合成し
て、既設橋脚と新設橋脚の干渉チェック
を実施。

建設分野の生産性向上に向けたデジタル化の推進

ICT建設機械による盛土施工 遠隔臨場による鉄筋出来形測定

UAVによる路線測量（盛岡南道路）

BIM/CIMモデルによる干渉チェック（西大橋）
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Information and Communication Technology

  インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（DX）

  働き方改革　―ワークライフバランス―

◎東北地方の建設業界全
体の様々な課題解決に向
け、デジタル技術や3次
元データ、IoT等の徹底
活用により、業務プロセ
スや働き方改革の抜本的
な変革に取り組む体制を
整備し、インフラDXを
推進します。

毎週土曜日の現場一斉閉所を定着させます！
　建設業は、良質な社会資本整備を通じて国民生活に貢献する
という重要な役割を担っていますが、他産業と比較して労働時
間が長く、休日が少ないことが課題となっています。労働者の
健康確保、ワークライフバランスの改善や将来の担い手を確保
するためにも、働き易い職場環境づくりを行っていくことが必
要不可欠となっています。
　「働き方改革」推進の一環で、令和元年度より岩手県内の行政
機関並びに建設業界団体が協働で公共工事を一斉にお休みす
る日『週休二日制普及促進DAY』を設定し、週休二日制普及促
進のキャンペーンを実施しています。
　令和７年度のキャンペーンは、令和６年度に実施した取り組
みをさらに拡大し「毎週土曜日の一斉土曜閉所を定着」させ、建
設業に携わる関係者が一丸となって建設業の働き方改革の取り
組みを推進していきます。

  i-Construction相談窓口を開設
◎岩手河川国道事務所では、i-Constructionの更なる普及・拡大を促進
することを目的に、「i-Constructionサポート事務所」として、相談窓
口を開設しました。
◎相談窓口では、地方公共団体や地域企業のi-Constructionの取組をサ
ポートしていきます。
　i-Construction相談窓口（計画課）　TEL	019-624-3179
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みなさまの“知りたい・見たい”にお応えします

　事業や施策について、地域の皆さんにもっと知ってい
ただくとともに、皆さんがお持ちの様々な疑問などにお
答えする場のひとつとして「出前講座」を開設していま
す。
　「出前講座」においては、私たち職員の知識や経験を活
かし、わかりやすくお話させていただきます。小中学生
や高校生の学習にご活用いただけるものなど、幅広い講
座をご用意しましたので、ぜひご活用ください。

　北上川の改修事業、八幡平山系の砂防事業、国道4号、
46号の道路事業の他、施設の維持管理など地域を支え
る様々な事業を、より多くの皆様に見て、ふれて、社会
基盤整備の重要性・必要性をご理解いただくため、現場
見学者を募集しております。
　また、「総合学習」の場としても提供し、子供たちの「生
きる力」「自主的な学習能力」を高められるよう支援も実
施しておりますので、ぜひご活用ください。

　次世代を担う、中学、高校、大学生を対象に建設業へ
の関心を深め、魅力を感じてもらうためDX技術を活用
した体験学習会などを実施しています。

 出前講座

 現場見学会・総合学習

 インフラDX体験学習

お問合せ・お申込先　窓口：計画課　　
TEL：019-624-3179　　E-mail：thr-731iwate@milt.go.jp

うさぎ平西沢砂防堰堤

VR体験（橋梁架設） MR体験（橋脚）

遠隔臨場体験
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かわ、みち、やま、岩手の情報満載！		岩手河川国道事務所のホームページ

https://www.thr.mlit.go.jp/iwate/ホームページアドレス

岩手河川国道 検	索

相 談 室 国民のみなさんからの通報・苦情・相
談・質問・提言等にお応えするため、
右の相談室を設置しておりますので、
お気軽にご連絡下さい。

窓口対応時間　8:30～17:15
（但し閉庁日を除く）

	019-624-3281

	019-654-8460
	019-624-3214
	019-624-3138
	019-624-3179

24時間受付
＃9910

河川に関する相談（河川管理課）

道の相談室（道路管理第一課）
インターネットによるご相談　http://www.mlit.go.jp/road/110.htm

公共工事契約相談室	（経理課）
技術開発相談室	（品質確保課）
地域づくり相談室	（計画課）

道路緊急
ダイヤル

　岩手河川国道事務所のホームページでは、現在の河川
や道路の状況、工事の進捗状況を紹介しています。
　また、暮らしに役立つ防災情報や河川や道路について
学べることが出来る情報を用意しています。

イベント・行事情報、交通規制情報、雪道情報など
旬な最新情報をいち早く発信しています♪

岩手河川国道事務所
X（旧Twitter）
やってます！
フォローお願いします

▲	イベント情報

▲	雪道情報
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盛岡西国道維持出張所

二戸国道維持出張所

水沢国道維持出張所

一関遊水地用地出張所

岩手河川国道事務所

4

盛岡出張所 46

❶
国土交通省　東北地方整備局

岩手河川国道事務所
〒020-0066　岩手県盛岡市上田四丁目2-2 TEL	019-624-3131（代表）

各課直通番号はP1の組織図をご覧ください。

❷ 盛岡出張所
〒020-0862　岩手県盛岡市東仙北一丁目11-11 TEL	019-636-0444

❸ 水沢出張所
〒023-0828　岩手県奥州市水沢東大通り一丁目2-14 TEL	0197-24-4173

❹ 一関出張所
〒029-0131　岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬155-81 TEL	0191-23-2435

❺ 一関遊水地用地出張所
〒021-0011　岩手県一関市山目町三丁目10-10 TEL	0191-26-4584・4585

❻ 二戸国道維持出張所
〒028-6103　岩手県二戸市石切所字荒瀬72-1 TEL	0195-23-3366・3367

❼ 盛岡西国道維持出張所
〒020-0765　岩手県滝沢市大釜小屋敷8-7 TEL	019-687-5888

❽ 水沢国道維持出張所
〒023-0003　岩手県奥州市水沢佐倉河字車堂79 TEL	0197-24-2187・2188
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